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を配布するという記事があるんですね。受信機

は2009年から２年間かけて260万世帯に、その

他もありますので、生活保護だけでなくてね、

事業費は総額600億円に達するというふうにな

るんですね。これは生活保護者とそれに関係す

る人のところにこれを用意するためにかかる費

用なんです。その意味では、私がここで一番聞

きたかったのはそこなんです。結果は、エリア

は拡大されて100％になったとします。しかし、

今使っているテレビを全部買いかえるという政

策なんですね、これ国策なんですよ。電器会社

の１台売り上げキャンペーンがずっと行われて

きてるというのはそうです。多分四、五年前は、

１インチの単価が１万円だったと思います。50

インチだと約50万円ぐらいしたと思います。今

１インチ当たり多分5,000円ぐらいだと思いま

す。これで何がわかるかというと、2011年に限

りなく近づくにつれて全体的に売れ残りが出て

きて、つくるけれども売れ残ると。出てきてど

んどん下がっていくしか方法がなくなるんでな

いかと考えるんですね。私は、やっぱり10年で

切りかえるというのは難しいと思います。 

 このやり方はどこにまねたかっていいますと

ね、私、この問題はあそこからずっと調べてる

んです、９月ごろからずっと調べていてね、わ

かったのは、イギリスとアメリカにまねて、こ

れ入れることに決めたんです。ところがアメリ

カはほとんど70％近くがケーブルテレビでエリ

ア持ってますので、そこの部分も含めて比較的

平たん地なんですね。だから電波はテレビの電

波が届きやすいこと。もう一つは、やっぱりイ

ギリスもこの方式でやろうと思ったんですけど

も、普及率が上がらなくって予定年度よりも延

びることになったというふうになってるんです。

私はやっぱりね、こんな状況で、業界は潤うか

もしれません。しかし、少なくとも私らの懐か

ら今新しいテレビを買いかえる、またはチュー

ナーつけたとしても、もう10年使ってるものに

チューナーをつけたって、あと二、三年で買い

かえするしかないんですよ。その意味では、私

はやっぱり延ばすしか方法ないのかなというふ

うに思います。 

 時間ですので答えなしで、私の思いを述べさ

せていただきまして、質問を終わりたいと思い

ます。 

○佐々木謙二議長 ここで昼食のため暫時休憩い

たします。再開は午後１時といたします。 

 

 

   午前１１時５８分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

 

 

○佐々木謙二議長 休憩前に復し、午前に引き続

き会議を再開いたします。 

 市政一般に関する質問を続行いたします。 

 

 

 大道寺 信議員の質問 

 

 

○佐々木謙二議長 順位８番、議席番号４番、大

道寺 信議員。 

  （４番大道寺 信議員登壇） 

○４番 大道寺 信議員 本定例会に当たり、通

告してあります２点について質問いたします。 

 まず第１点目は、市の経済状況と対策につい

てお聞きをいたします。同様の質問は９月定例

会でもお聞きしましたけれども、その後の急激

な経済環境の変化によって大変厳しい状況にな

っていることから、再度質問いたしますのでご

理解いただきたいと思います。 

 ９月以降の世界経済は、アメリカの証券会社

リーマン・ブラザーズの破綻をきっかけに世界

金融危機に陥り、日本でも株式の大幅下落、円

高、製造業の大幅減産など大きな影響が出てお
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り、日本の景気は失速しつつある状況にありま

す。特に基幹産業の一つでもある自動車産業は、

11月の新車販売台数は前年同月より27％も減り、

販売台数は1969年水準まで逆戻りするなど大き

な影響を受けております。11月の鉱工業生産指

数も前月比6.4％減となり、1973年に調査を始

めてから最大の落ち込みになりそうであると報

じられています。これも部品産業のすそ野が広

い自動車の減産が大きな影響であるとされてい

ます。 

＋

 これらの影響により雇用にも大きな影響を与

え、厚生労働省の調査では、「非正規雇用者は

来春までに３万人が職を失い、来春の新卒内定

者では約330人が内定取り消しとなっている」

と報告しています。実態はまだまだふえるとも

言われています。また、中小零細企業への影響

も大きく、資金繰り難による倒産が広がること

が懸念されています。まさに世界的金融危機に

伴い不安心理が先行し、生産の縮小、雇用の悪

化、消費縮小という負の連鎖が加速している状

況にあります。こうした状況の中で政府は、第

１次補正予算に続き第２次補正予算の考えが示

されましたが、今国会への予算案提出が見送ら

れたことにより不安心理に拍車がかかり、一層

厳しさが増すことが懸念されます。 

 こういった状況であることを踏まえ、以下４

点について質問をいたします。 

 まず第１点目は、現下の経済状況をどう見て

いるかについてお聞きをいたします。 

 ９月定例会での同様の質問では、大幅な原油

高に伴う影響を中心にお聞きし、答弁もそれに

沿ったものでありましたが、その原油はわずか

２カ月間の間に大幅に下落するなど、さま変わ

りの情勢となっております。私は、会社に勤め

ていたときにはさまざまな不況に遭遇し、雇用

問題にも直面したことがありましたが、それら

から比較しても厳しい状況にあると感じていま

す。市長は現下の経済状況をどのように見てお

られるか、まずお聞きをいたします。 

 第２点目は、市内企業の動向と雇用状況につ

いてお聞きをいたします。 

 日本経済の急激な悪化に伴い、市内企業にも

影響が出ていると聞いています。10月以降、影

響が出始め、月を追って悪化しているようであ

ります。既に生産の減産を余儀なくされ、派遣

社員や期間・パート社員の雇用どめに加え、操

業短縮に伴う帰休や勤務シフト変更などによる

正社員の収入減など、雇用面にも影響が出てる

と聞いています。当然、中小零細企業が多いこ

とから、資金繰りも苦しい経営を強いられてる

会社が多いのではないかと考えますが、年末を

控え、懸念しているところであります。市とし

ても市内企業の動向を調査してると思いますが、

どのような状況かについてお聞きをいたします。 

 また、有効求人倍率は９月時点で0.79となっ

ていますが、10月以降はもっと厳しくなってる

と予想されます。どのような状況となっている

か、わかる範囲で結構ですので商工観光課長に

お聞きをいたします。 

 第３点目は、市としての対策をどのように考

えてるかについてお聞きをいたします。 

 12月25日の山形新聞に、市の長井市緊急経済

対策本部設置との記事が掲載されましたが、本

定例会一般質問の通告日の12月３日時点では一

切対策本部設置の話がなかったことから、以下

の質問の内容となりますけれども、答弁では、

緊急対策本部の内容も含めての対策について触

れていただきたいと思います。 

 さて、市の財政も厳しい中で具体的な対策と

いっても難しいことは十分承知をしていますが、

このままの状況が続けば、市の経済はおろか市

財政にも大きな影響が出てくることが懸念され

ることから、できる限りの対策を考えていく必

要があると考えます。政府の第２次補正予算が

具体的に決まらない状況では、かつて近いとこ

ろでは平成13年のＩＴ不況時のような対策、具
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 そこで、今回の改正は、日鍛バルブの誘致の

可能性についてどのように整理されたのかにつ

いてお聞きするものであります。市長のお考え

をお聞きをいたします。 

体的には緊急雇用対策などはできないのかもし

れませんが、現在考えられる対策を検討、実施

すべきと思います。 

 まず、現在どのようなことを考えておられる

のか市長にお聞きをいたします。他市町の例で

は、鶴岡市では支払い利子の全額を１年間補給

する緊急経営安定資金制度新設、白鷹町では町

と商工会がタイアップし、プレミアム商品券を

発売などの取り組みがされているようです。当

面企業に対する資金繰り面の対策、失業者に対

する対応策などが必要であると考えますが、お

考えをお聞きをいたします。 

 次に、大きな２点目の行財政改革施策につい

て質問をいたします。 

 現在、長井市の行政運営は、長井市行財政改

革推進計画2006～集中改革プラン～19年度改定

版に基づいて進められています。この間、市町

合併が模索されましたが、協議は合意せず、今

後新たな枠組みも検討していくとされています

が、難しい状況にあると思われることから、自

立計画の着実な実施とあわせ環境の変化に対応

した計画の見直しや肉づけを行い、持続可能な

行政体に構築する必要があると考えます。 

 第４点目は、日鍛バルブの誘致の可能性はあ

るのかについてお聞きをいたします。 

＋ ＋

 市経済の活性化と雇用の場の創出を図るため

には、企業誘致は重要な施策であることは言う

までもありません。市長からも積極的に進める

との考えをお聞きしていますが、昨年６月の一

般質問では、「これまで取り組んできた日鍛バ

ルブの誘致について、ここ二、三年以内にぜひ

誘致を検討したいという具体的な数字まで出て

おりますので、今後とも企業誘致に対しては積

極的に行ってまいりたい」との答弁がありまし

た。しかし本定例会では、議案第91号で長井市

誘致企業基金条例の一部改正の提案を受け、こ

れまで指定誘致企業として日鍛バルブに限定し

ていた基金を、市内に立地する企業に対しての

補助金として使えるようにしたいとの内容であ

ります。私はこの提案内容に反対するものでは

ありませんが、目黒市長時代に「日鍛バルブの

みに限定せず広く企業誘致等に使えるように考

えられないか」との質問の際には、「一つとし

て、当該会社は進出する考えが強いこと、２つ

目として、進出することを前提に当該会社に就

職し、いずれ長井に帰ることを望んでいる方、

本人のみならず家族も含めておられることから、

あくまでも指定誘致企業に限定する」との答弁

でありました。 

 そういった点で、施策の中で以下の点につい

てお聞きをいたします。 

 まず第１点目は、今後の組織のあり方につい

てお聞きいたします。なお、通告では人員計画

の考えも質問することとしていますが、この点

についてはまた改めて質問したいと思いますの

で、割愛をさせていただきます。ご理解をお願

いいたします。 

 私は、昨年６月定例会で主幹制度について質

問し、市長から、「主幹という制度を逆にライ

ンとスタッフを兼ねる職として、ぜひグループ

リーダー的な将来グループ制をとった場合の試

行として、組織のあり方を、あるいは事務的な

効率性を少し試行してみたい」との答弁があり

ました。また、本年４月の組織では、課の中に

室を設けることが実施されました。さらに11月

25日に開催された行財政改革推進委員会に組織

機構見直し案が説明されたと聞きました。 

 この見直し案を見せていただきましたが、課

内室制度導入し、室長には主幹を充てるという

内容であり、例として幾つかの室が挙げられて

います。この内容は大きな組織機構見直しであ

り、中身の議論はこれから委員会等の場でして
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いく必要があると考えますが、まず１点は、こ

の見直し案は所管委員会に説明がないのはなぜ

かについてお聞きをいたします。ことし４月の

室の設置も、「条例改正を必要としない案件は

議会に説明を必要としない」との考えが示され

たと記憶しておりますが、行財政という観点か

らは重要なものであり、かつ予算とも関連する

ことから議会に対する説明は必要と考えます。

市長の見解をお聞きをいたします。 

＋

 また、基本的な考えとして「大課制や部課長

制はとらない」としていますが、「課長職のう

ち庁議出席者に対し兼務調整役で関係課をまと

める責任者としての役割を担ってもらうため課

内室制を導入し、室長には当面主幹を充てる」

との内容については、形としては部長制と変わ

らないものと思います。市長の考えをお聞きを

いたします。 

 次に、人事評価制度の進捗状況についてお聞

きをいたします。 

 人事評価制度については、人事院勧告でも新

たな人事評価の活用が示されております。昨年

９月定例会の質問では、人事評価制度の必要性

は認識しているものの、デリケートなものであ

り、丁寧に立ち上げていきたいとの答弁をいた

だきました。確かに昇進、昇格や給与等の査定

までかかわるものであり、丁寧に進めていくこ

とはそのとおりであると考えますが、だからと

いっていつまでも導入できないでは困るわけで

すので、できるところから実施していくことが

必要と考えます。既に一部試行してるという話

も聞いておりますが、その結果等も含めて現在

までの進捗状況と今後の計画について総務課長

にお聞きをいたします。 

 最後の質問は、協働のまちづくりの具体策を

考えるべきについてお聞きをいたします。 

 協働のまちづくりについては、行財政改革を

進める上でも重要な施策であると考えます。こ

れまでも何度か質問をいたしましたが、より具

体的にしていく必要があるとの観点で質問する

ものであります。 

 私たちの会派では、11月12日に福岡県八女市

を訪問し、市民との協働のまちづくり提案事業

を研修してまいりました。この事業は、厳しい

財政状況のもと、小さな市役所を目指し行財政

改革を進めている一方で、行政に対する市民ニ

ーズがますます多様化している中で、市民満足

度を高め、まち全体を元気づけていくために市

民のアイデアと行動を求められると考え、市民

と行政が一体となって取り組むまちづくりを市

民みずからが実践を通して市に提案をしてもら

ったらどうかということから実施することにな

ったとのことであります。 

 具体的には、市民が自主的、主体的に行うま

ちづくり事業を募集、分野は問わないが、５人

以上で構成する市民活動団体及び大学等の研究

グループを対象とし、採択された提案事業には、

その実践活動の経費として50万円を限度に助成

を行うというものであります。これまでの採択

件数は、17年度６件、18年度12件、19年度11件、

20年度７件、助成金は年間ごと予算化していま

すけれども、実績としては160万円から420万円

となっています。また、事業の成果と各団体の

活動状況を広く市民に周知するために、翌年度

に提案事業成果報告会が実施されており、報告

会では、参加した一般市民からのさまざまな提

案や対案がなされているとのことです。具体的

採択事業としては、ガードレールの清掃や川の

漂流物撤去など身近なものから、過疎集落の活

性化、イベントの開催、自然環境保全活動など

多岐にわたっています。 

 私も含め、これまでの質問の中では、「まず

は協働に対する市民の意識の醸成を図る必要が

ある」との答弁をいただいておりますが、より

具体的にどういう事業が協働のまちづくりかと

いうものを提示していく必要があるのではない

かと思います。それには予算の裏づけも必要と
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なってきますが、具体的なものを提示して市民

のアイデアと具体的実践を通じてこそ、協働の

まちづくりが推進し、行財政改革に資するもの

と考えます。八女市のほかにも全国でもさまざ

まな実践がされてると思いますが、全国のさま

ざまな例を参考に、長井市に合った施策を検討

すべきと考えます。 

 企画調整課長の考えをお伺いし、壇上からの

質問を終わります。ご清聴ありがとうございま

した。（拍手） 

○佐々木謙二議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 大道寺信議員のご質問にお答え

いたします。 

 議員からは、大きく２点、それから私が答弁

する部分は４点かと思います。 

＋ ＋

 まず最初、市の経済状況と対策について、

（１）の現下の経済状況をどう見てるかについ

てお答え申し上げます。 

 まず、少し大きい話になって恐縮でございま

すけども、今の経済情勢というのは、端的に言

えば、世界大恐慌の後の戦後初めて経験する極

めて厳しい不況の状況になりつつあるんではな

いかなというふうに思っております。私はまだ

高校生でありましたけども、２回にわたるオイ

ルショック、これは産油国が原油を４倍に上げ

たということで、インフレとかスタグフレーシ

ョンといいますかね、それが大変な状況にあっ

たと思っております。その後、円高不況なども

ありましたけども、それとは基本的に性格の異

なる経済情勢だと思ってます。いわゆるブレト

ンウッズ体制といいますか、ドルの基軸通貨の

体制が崩壊寸前にあるんではないかなと。そう

いった意味では、これから二、三年の間に大き

く世の中の経済情勢等々が変わる可能性がある

というふうに思っております。 

 一方で、日本でありますが、国民の総資産が

1,400兆円とか1,500兆円と言われておりますけ

ども、今回の金融不安で日本の企業は余り影響

を受けてないというふうに思っております。し

かし、トヨタを始めとした業績のいい大企業に

ついては株価が低迷しておりますので、当然利

益が圧縮されたと。しかもアメリカを中心とし

て、欧米または中国、インドにも実体経済に影

響が出てきてるという関係から、日本も先が見

えない状況になってるんじゃないかなと思いま

す。しかし、日本の場合はここ15年ぐらい、オ

イルショックの以降、ミニバブルというか、平

成の好況といいますかね、それがありましたけ

ども、余りすばらしい好景気だったというわけ

ではありませんので、そういった意味では、も

のづくりのいろんな技術を持ってる国として、

もっと自信を持ってやるべきだなというふうに

思っております。 

 したがいまして、今期待しておりますのは、

国の第２次補正で、ぜひ内需拡大を進めるよう

な思い切った経済政策をとっていただきたいと、

そのように私は思っております。 

 それで、市の状況でございますけども、市内

の企業におきましても、とりわけ11月になりま

してから急激な落ち込みが続いているというふ

うに思っておりまして、刻一刻と状況が悪化し

てるように思われます。12月４日にあかしあ産

業団地会の例会ございまして、そこに出席させ

ていただき、立地企業の景況をお伺いする機会

がございました。そうそうたる企業があるわけ

でございますけども、いい企業ですと３月ぐら

いまではまだ仕事があると。しかし、その先は

すべてキャンセルになって先が見えないと。あ

と、なかなか業績のいい会社ですけども、来年

以降は全く見えないということで、一時帰休的

なものとかそういったことを考えざるを得ない

というようなお話をお聞きしまして、これは大

変な状況になりつつあるなというふうに思った

ところでございます。 

 次に、２点目の、市としての対策をどのよう

に考えてるかということでございますが、12月
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４日に、企画調整課、税務課、農林課、商工観

光課、建設課で情報交換を行いまして、その場

で緊急経済対策本部を設置することといたしま

した。内容といたしましては、相談窓口の設置、

企業の融資条件の支援、受注拡大や市内消費拡

大策。これは、市内で例えば東芝ライテックさ

んで蛍光管始めつくられております。そういっ

たものを知らない市民の方多いですから、ぜひ

蛍光管は例えば東芝ライテックを使おうとか、

あるいは地元の商店街で買い物をしようとか、

そういったことでございます。さらに、求職者

の情報処理技術の講習等によるレベルアップ講

座の開催等を骨格といたしまして、現在、各担

当の方で施策を検討してるところでございます。

まとまり次第、必要な場合には今定例会の最終

日に追加補正を提案させていただく予定でござ

います。 

＋

 なお、先ほども申し上げましたように、国の

２次補正等の動きを注視しながら最大限の努力

を果たしていきたいと考えております。 

 次に、３点目でございますが、日鍛バルブの

誘致の可能性はあるかということでございます

が、日鍛バルブが進出を期待する最も有力な企

業であることは全く変わっておりません。今般

の自動車産業を取り巻く動向から、昨年度より

は後退せざるを得ない状況であると受けとめて

るところでございます。ただし、現実的に長井

市に土地を取得しておられるわけでございます

ので、今後とも本市進出について継続的にお願

いをしてまいります。 

 なお、議員の方からご指摘あった昨年の６月

の一般質問以降、７月の下旬だったと思います

けども、日鍛バルブの本社をお伺いいたしまし

て、社長あるいは専務がかわられたということ

であいさつさせていただいたんですが、ちょっ

とびっくりしたのは、本社の工場が大分整理さ

れて新しい建物を新築された部分がかなりあり

ました。ずっと工場を案内していただいたんで

すが、新しい社長から、「当社は石橋をたたい

ても渡らない会社です」と、こういうふうに言

われましたので、これは相当慎重な姿勢なのか

なというふうにはその当時思ったところでござ

います。 

 日鍛バルブの進出を前提に入社した市民や家

族への対応をどうするかということですが、こ

れらについては現在８名の方が勤められてると

いうことでございますが、これらの条例改正に

当たっては、きちんと誤解のないように説明し

なければならないというふうに思ってるところ

でございます。 

 最後の質問で、行財政改革についてお答え申

し上げます。私の方は、今後の組織のあり方と

人員計画の考え方についてお答え申し上げます。 

 議員の方からは、所管委員会に今回の組織機

構の見直し、説明がないのはなぜかということ

のまず質問でございますが、所管委員会の説明

につきましては、具体的な見直し案として市側

でまとめたものができた時点でお示しすべきで

あろうというふうに思っております。具体的に

は３月の定例会に上程を目指しております。そ

の前の１月の協議会等々で素案を一応お示しし

ながらご意見をいただきたいと思っております。

ただし、現段階ではまだ検討の段階でございま

すので、事前審査みたいな形になるのも余り適

正じゃないということから、まずは内部で、そ

して行財政改革推進委員会、そしてこれからは

地区長連合会の方に意見を求めながら、よりよ

い体制のあり方を検討してまいりたいというふ

うに思ってるところでございます。 

 そして機構改革の改正を行うにしましても、

市の課設置条例の分掌事務等の改正にもかかわ

る条件でございますので、議会への詳しい説明

は例えば課内室でも必要だと思っておりますの

で、それは一部分だけじゃなくて全体像をお示

ししながらご意見をいただきたいというふうに

思っております。 
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＋

 主幹職に室長を兼務していただくという考え

方については、以前にもお話しいたしましたよ

うに、ラインスタッフを兼ねる職として、つま

りリーダーとして業務を担ってもらえばという

考え方でありまして、責任の明確化と人材の有

効活用を図りたいという考え方でございます。 

＋ ＋

 過去の組織機構改革の中で大課制、部課長制

を採用したり、また廃止したというふうな経緯

があるわけでございますが、今後も、長井市程

度の規模の自治体で部課長制の導入は、効率性

の観点からも困難であるというふうに理解して

おります。ただし、現在管理職が40名おるわけ

でございますので、私１人でその40名の管理職

の管理をするというのはほぼ不可能に近いと。

副市長あるいは教育長と手分けしたとしても十

分な意思疎通が図れないということから、庁議

というものがございます。これに特別職我々３

人含めて11名で経営会議的なものを定期的に行

ってるところでございます。これについては、

例えば教育委員会の方からは教育長と管理課長

が代表して出るとか、あるいは産業関係では現

在は農林課と商工観光課、農業委員会を通して

商工観光課長に代表して出ていただくとか、そ

ういうふうにしておりまして、これは部長制と

いうものではありません。ということは、その

庁議に参加した管理職が決裁権を持ってるわけ

ではありませんので、あくまでも、その産業部

門だったら産業部門の連絡調整を図っていただ

く役割を、庁議に出席していただいてそれを担

っていただくという考え方でございます。 

 いずれにいたしましても、具体的な案をこれ

からつくり上げてまいりたいと思いますので、

お示しできる段階が参りましたらよろしくご審

議賜りたいというふうに思います。私からは以

上でございます。 

○佐々木謙二議長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 大道寺議員のご質問

にお答えいたします。 

 私に対するご質問といたしましては、市内企

業の動向と雇用状況というふうな点でございま

すが、先月の下旬に、商工会議所と協力いたし

まして、市内企業、製造業を中心として約40社

程度のヒアリング調査を行ってまいりました。 

 それによりますと、やはり自動車並びに半導

体部品を中心といたします大企業系列の企業に

おきまして、特に影響が大きいというふうに感

じております。その企業から、組み立て、ある

いは検査等を含めて仕事を受注している地元の

中小の事業者にまで影響を与えているような状

況が見受けられます。その結果、社内請負ある

いは外注業務の発注停止というふうな状況がご

ざいまして、厳しい経営を余儀なくされてる事

業所が出てきているというふうに感じておりま

す。 

 社会情勢の変化に伴いまして行政需要が多様

化、複雑化する中で、国、県の縦割り行政に対

して限られた職員で市民サービスの充実を図っ

ていくためには、今までのような組織では私は

対応不可能な状況にあると。しかも職員も大分

減っておりますので、時代の要請にこたえるべ

く、特に課を超えた調整、あるいは緊急性の高

い業務、また、分散した業務を取りまとめて市

民サービスの向上を目的として実施していくた

めには、今までの組織体制だけでは極めて難し

いと私は考えております。そのためにも特命的

な部門も担っていただくための室の設置、ある

いは現在の課の見直しも必要になってくるとい

うふうに考えております。 

 また雇用面では、派遣社員等を大幅に確保し

て、例えば北京オリンピック等の需要の拡大に

対応してまいった企業のあたりを中心にいたし

まして、派遣社員の契約解除がまず大きなとこ

ろから進められているというふうな状況にあり

ます。ただ、正規社員部分につきましても踏み

込んでいかざるを得ない企業も出つつあるのか

なというふうな感じがしております。 
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 特に雇用状況につきましては、ハローワーク

の所長と随時情報交換をいたしておりますが、

ハローワーク所長のお話ですと、特定の企業の

というふうな形でなくて全体に求人の意欲が縮

小しつつあるというふうなことから、対策とし

てはなかなかとりづらい状況にあるというふう

なお話を伺っております。ただ、救いといたし

ましては、今現在、新聞等々で報道されてるよ

うな就職の内定取り消しといったふうなお話は

聞こえていないというふうなことでございます。

ただ、年末あるいは年明け以降、いつまで続く

のかというふうな見通しが立たないという状況

に陥っているというふうなことでございます。 

＋

 こうした点につきましては有効求人倍率の方

にもあらわれてございます。昨年の10月からこ

としの３月までは0.9台を維持しておりました。

しかし、４月から0.7台に落ちてございます。

９月が0.79、４月から0.7台に落ちまして９月

が0.79でございますが、10月は0.67というふう

な形になってございます。この状況は平成13年

度から15年度よりは高いのでありますが、いい

数字なんですが、平成16年度の0.71よりも悪い

状態にあるというふうなことでございます。今

後も不明確な状況で一層厳しい状況になること

が予想されるというふうに認識しております。

以上です。 

○佐々木謙二議長 飯澤常雄総務課長。 

○飯澤常雄総務課長 大道寺議員の質問にお答え

いたします。 

 私には、人事評価制度の現在までの進捗状況、

それから今後の計画ということで、２点のご質

問だと思います。 

 初めに、長井市の現状と申しますか、進捗状

況についてご報告申し上げます。 

 現在、指導記録票という形で、一般職の人事

評価、人事評価というか、それに類するもので

ございますが、対応してるわけでございますけ

ども、指導記録票の作成につきましては平成17

年12月から開始してございます。12月21日から

１回目が18年の２月20日までということで、当

該期間中における指導記録、これは管理職が職

員の日ごろの状況などをつぶさに把握をして、

指導記録という形でその時々にいわゆるメモを

とりまして、一定期間の間に結果票を作成する

というものでございます。 

 その後、年度ごとに上半期、下半期の２回に

分けて取りまとめをして、この12月で丸３年が

経過するというような状況でございます。現在

この結果につきましては、基本的には任用の部

分、昇任あるいは配置の部分もあるかと思いま

す。そういったところの一つの判断材料という

ことで活用をさせていただいてるような状況で

ございます。 

 なお、管理職につきましては、平成17年の12

月、この制度がスタートするときに別様式の人

事評価票と、ずばりその名のごとく人事評価な

んですが、そういった形で、副市長、当時は助

役でございますが、副市長、教育長が第１次の

評定者になって、最終的に市長が調整をすると

いうような形で現在に至っておるところでござ

います。 

 現在までの長井市の取り組みということで、

独自の研修、何といってもこれ評価という非常

に難しい内容のところに踏み込まざるを得ない

部分でございますので、何といってもやはり研

修が重要な要素となります。ちょっと過去をさ

かのぼらさせていただきますと、平成17年の11

月に、当時の課長級31名を対象に研修をさせて

いただいております。それから18年８月、翌年

でございますが、同じく課長級35名、これは参

加者人数でございますが、それから当時の補佐、

主査級85名を対象に研修を行っております。 

 残念ながら19年度、それから20年度、現在に

至るまでの期間でございますが、ここのところ

は、その補佐、主査研修を受けて、次のステー

ジといたしまして係長、主任、主事を対象とし
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た研修をということで考えておったわけですが、

諸般の事情で残念ながら19年度ちょっと対応が

できませんでした。20年度、今年度におきまし

ても、ちょっと現在までのところ係長研修は行

っておらないという状況でございます。 

 予算の制約もあるわけでございますけども、

例えば西置賜行政組合さんで同じような同種の

研修があるというようなときは、こちらからお

願いをいたしまして、新任の主幹でありますと

か、あるいは補佐でありますとか、これは数名

単位ということになります。あくまでお願いを

してということになりますので、参加をさせて

いただいているような経緯もございます。18年

の４月には、当時の主幹、補佐、多分新任の方

だと思いますけども３名、それから昨年５月に

は同じく主幹、補佐を対象として５名、それか

ら今年６月にも新任の補佐を対象といたしまし

て３名、研修に参加をさせていただいておると

ころでございます。 

＋ ＋ 次に、今後の計画と申しますか、そういった

部分でございますが、具体的にいついつまでに

どこまでやるといったような踏み込んだ部分で

の計画、詳細なタイムスケジュールに裏打ちさ

れたものは、残念ながら今のところございませ

ん。先般、人事院勧告等でも、能力評価、業績

評価といったような新たな人事評価の取り組み

ということがもう既に提示をされておるという

状況にございます。これらを受けまして地方公

共団体においても、当然ながら、現在自治法改

正の方は審議継続中だというふうに聞いており

ますけども、当然地方の方も対応を求められて

くるということだろうと思います。対応を求め

られてくるというよりは、踏み込んでそういっ

た能力評価、人事評価を積極的に取り入れなけ

ればならないという状況であるというふうに考

えております。 

 平成17年にこの今現在対応してる指導記録結

果票等を入れるときにも、いずれこういった人

事評価の部分で能力評価、業績評価という部分

が重要な要素になってくると、これらを踏まえ

た上で先取りをして対応を進めなきゃならない

という当時の判断で、こういった状況に進んで

きたということだろうと思います。今後につき

まして具体的なタイムスケジュールに合わせた

計画にしっかり上げていくということは、これ

当然大事なことなんでありますが、いろいろや

はり調べてみますと、いわゆる評価という非常

に難しい、しかもデリケートな部分で、今現在

は任用の部分しか運用してないわけですが、こ

れがいわゆる人事給与、処遇一般、ひいては分

限といったところまで、もういわゆる人事政策

の基礎の部分すべてをカバーするような基礎資

料になるということになりますと、この部分の

導入についてはやはり慎重に時間をかけて、し

かもこれは予算的な裏づけも十分とって対応し

ていかなければならないというふうに考えてお

ります。 

 決して取り組まないということではございま

せんが、これは評価をする方も、それから評価

を受ける方もやはり同じ認識に立って進めない

と、これは絶対にうまくいかないというふうに

思っております。制度は入れたけども運用がう

まくできない、あるいは運用がうまくできない

どころか、かえって混乱を来してしまうと、職

員間にあらぬ不安感、不信感を与えてしまうと、

そんなことがあってはこれはいけないわけであ

りまして、導入に当たりましては慎重に、なお

かつ果断に進めなければならない部分もござい

ますけども、そういったところも踏まえて検討

に着手をしていきたいというふうに思います。 

 なお、国の方のさまざまの人事評価のシート

なども今研究をしておるところでございますが、

やはり、いわゆる評価のする期間の期初と期末

に、面談、個人との面談ですね、職員との面談、

これが入ってまいります。これを入れるか入れ

ないか、あるいはこれをどういうふうに運用し
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ていくかということでもかなりの作業量的にも

変わってまいりますし、すべてを国のいわゆる

準拠でという形ではなくて、地域のいわゆる状

況、あるいは長井市の組織風土に合ったやり方、

そういったものを研究しながら進めなければな

らないのかなと。 

 ちょっときちっとした答弁になっていません

けども、現在、私の頭の中ではそのようなこと

で考えておるところでございます。以上です。 

○佐々木謙二議長 遠藤健司企画調整課長。 

○遠藤健司企画調整課長 大道寺議員のご質問に

お答え申し上げます。 

＋

 協働のまちづくりの具体策を考えるべきでは

というふうなご質問でございます。長井市の協

働を進める姿勢をどのように定め、推進する施

策を検討するかということになると思います。 

 私どものところでは、協働については２つの

アプローチを検討したいと思っております。一

つは、市民からのアプローチ、もう一つは行政

からのアプローチであります。ご紹介いただき

ました八女市は、まず市民からのアプローチを

提案せよという形で行政が受け、その検証を報

告会で行い、それがさらに行政との協働分野を

生み出すというふうなことだというふうに思い

ます。 

 長井市でも、ご案内のように心のまちづくり

推進事業というものも取り組んでおります。地

域の課題解決や市民の協働意識の醸成を図るま

ちづくり活動など、市民の皆さんがみずからの

創意工夫により自主的、自発的に取り組んでい

ただく個性豊かな魅力あふれるまちづくりのた

めの活動を公募して、その一部分を助成してい

ます。今年度も、長井北中のまちなかデザイン

プロジェクトを始め６件、約80万円ほどの助成

を行ってきております。 

 この心のまちづくり推進事業は、申請の際に

は審議会の委員の皆さんの前ではプレゼンテー

ションを行って審査を受けますが、事業後の報

告、発表の場というのが今までございません。

今後は、事業の報告、発表の場を設けることが

必要かなというふうに考えています。評価や意

見を交わす場所を設けて以後の事業のステップ

アップに、あるいは新しい協働の掘り起こしに

していく必要があるというふうに考えてます。

市民の皆さんには、発表を通じて地域の課題の

掘り起こし、解決策などを申請者とともに考え

ていただくことによって、協働のまちづくりに

かかわるきっかけづくりをしていきたいという

ふうに考えてます。 

 また、行政側からのアプローチですが、現在、

各課で取り組んでいる協働の内容、あるいは協

働できるような事業をある程度類型化しながら、

実現、実行について支援、予算化していくこと

が必要だと思っております。進め方については

自立計画にも記載しておりますが、市が洗い出

した課題やらテーマを市民の皆さんに具体的に

お示しして、協働による行政サービスを実施し

ようというふうなことでございます。行政の方

から提示したテーマについて、市民の皆さんか

ら、そのテーマの事業の実施方法あるいは進行

計画、管理をまた提案いただいて、市側もとも

に協議させていただきながら取り組む必要があ

るというふうに考えております。そのためには、

協働の進め方、ルール等について相互に理解し

てることが必要ですし、市の職員の協働の意識

の醸成も必要と考えております。 

 以上申し上げましたとおり、市民の皆さんか

らは、地域、自分の生活に根差した視点から、

みずからの意思でまちづくりに力を発揮してい

ただくということは大変重要なことだというふ

うに考えております。市民と行政が役割を分担

しながらその効果を発揮できるように、取り組

みを今後設計していきたいというふうに思って

おります。以上でございます。 

○佐々木謙二議長 ４番、大道寺 信議員。 

○４番 大道寺 信議員 それぞれのお答えいた

―８９― 



 

＋

だきまして、ありがとうございました。時間も

限られてますので、何点かまた質問させていた

だきたいと思います。 

＋ ＋

 現下の状況について市長がとらえられている

わけでありますけれども、私も、まさに我々も

かつて経験したことのないような不況に突入す

るんではないかと、こういう懸念を持っており

ます。ご案内のとおり、私も会社に勤めてたと

きに何度も不況に見舞われまして、それこそ雇

用問題に私自身も直面して大変苦しい思いした

ことが何回もあるんですけども、そのときには

じわじわじわと来るということですから、それ

なりにいろんなことを考えようとかいろんな対

応をしようと、しかし策尽きて残念ながら雇用

にかかわってくると、こういうことだったんで

すが、今回は、まず一気になんです。私もびっ

くりしてるんですけれども、10月まではサブプ

ライムローンの影響などもあって少しずつ落ち

てきたなという状況は聞いてたんですけども、

11月に入りましたらもういきなりという状況に

なってまして、しかも先がどうも読めないと、

こういう状況なもんですから非常に懸念してお

ります。 

 先ほど商工観光課長から状況の調査報告あり

ましたけれども、しかしこれ、一面しかまだち

ょっととらえられてないんではないかというふ

うに思うんです。そういう状況だっていうこと

をやっぱりきちっと把握して、じゃ、どうする

ということが一番問題になってくると思います

ので、これからの動向についてはやっぱりもう

少し重要視していただいて、その動向をきちっ

と把握していただきたいというふうに思います。 

 そこで、緊急経済対策本部設置したっていち

早くされたのは、私は大変結構なことであると

思うんですけれども、問題は、そういう対策本

部をつくったっていう以上はやっぱり市民も期

待するわけですから、麻生総理じゃないけど、

ぶち上げたけどもその実施がどんどん先送りに

なるんではやっぱり市民の信頼もなくなるわけ

でして、そういう意味では、できる範囲は限ら

れてるわけですけれども、先ほど市長言われま

した内容についてはできるところからどんどん

進めていくと、こういう姿勢でやっぱり考えて

いかなきゃいけない、お願いしたいというふう

に思います。 

 とりわけ、先ほども言われましたけども、地

場に企業があり、会社があり、あるいは商店も

含めて大変な状況あるわけですけど、このまま

にしとけばやっぱり雇用の場がなくなるという

のはもう最大の問題ですから、そういう呼びか

けはきちっとやっぱりしていくということが必

要だろうと思います。かつて私は申し上げまし

た。ぜひ山形とか米沢に買い物行かないで、長

井で買い物してもらうようにやっぱり呼びかけ

るべきじゃないかと。あるいは忘年会といって

もこういう不景気ですから忘年会もなかなかな

いんでしょうけど、ぜひ長井で飲食しましょう

と、こういうことをやっぱり市民にアピールし

ていくということがまず重要でないかと、こう

いうふうに思います。 

 その点と、やっぱり年末の特に中小、零細含

めた企業の資金繰りの関係、これはなかなか調

査では出てこないんでしょうけれども、きょう

のニュースなんか見てますと倒産件数がことし

１万5,000件で、もう戦後最大だと言われてる

わけですね。それだけ非常に大変な状況だと思

いますが、それに対する対策というのはなかな

か難しいんだと思うんですけどね、財政見ます

と。だけどその辺は、やっぱりやるべきところ

はきちっとやっていくということが必要だと思

うんです。もちろん今までも経営安定化資金と

かってそういうのもあったりしてるわけですけ

ども、そういうのを例えば枠を拡大するといっ

たら今度は銀行とも話し合いしなきゃいけない、

時間的な余裕ないということだと思いますが、

その辺は、残された時間ちょっと少ないんです

―９０― 

＋



 

○佐々木謙二議長 ４番、大道寺 信議員。 けれども、真剣にその辺はもう一度考えていた

だきたいと、こういうふうに思うんですが、市

長のお考えをお伺いしたいと思います。 

○４番 大道寺 信議員 ぜひよろしくお願いし

たいと思います。 

 あわせまして、いわゆる契約社員は、ほとん

ど私聞いてる範囲では、契約切れというのか雇

用どめというか、なってるんで、きのう実は藤

原議員の質問に対し市長は、いわゆる国民健康

保険税あるいは市民税が今８回とか４回とかっ

てなってますよね。それをぜひ一気に大変です

から何回もしたいと、それぜひ実施してもらい

たいと思うんですね。そういうきめ細かな、い

わゆる失業者に対する対策というか相談という

かね、それが非常に必要だと思うんですよ。特

別徴収で企業から引いてもらうときはいいんだ

けども、払わなきゃいけないわけですからね、

一回一回。結構まとまると高いですから、そう

いうこと含めてぜひお願いを申し上げたい。で

きるところからやると、知恵を出してできると

ころからやると、こういうことが重要だと思い

ますのでお願いしたいと思います。 

○佐々木謙二議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 大道寺議員がおっしゃいますように、「まさ

にジェット機が急降下するようだ」というふう

に企業の方は表現されておりましたけども、大

変な状況にあるというふうに思っております。 

 この緊急経済対策本部については、11月の上

旬に、これは大変な状況になるから、ぜひ市内

の実態を調べるようにということで準備をして

きたところでございます。その中で、大道寺議

員からあったいわゆる資金繰り、貸し渋りが必

ず出てくるだろうと。しかも今回の場合は金融

不安でありますので、大企業が、いわゆる社債

が発行しても売れないということから、いろん

な情報を総合的に考えますと、いわゆる優良企

業が今までは自社で資金調達してたものを銀行

から借りると。そうしますと銀行側としては、

今まで貸していた中小企業の中で本当に危なく

ないところだけはまず引き続きやりますけども、

それ以外は貸し渋りを行うということがこれは

明らかでありますので、そういったことから、

昭和49年当時にもオイルショックの後に損失補

償を含めた運転資金の貸し出しを行ったときが

あると。それについて調べるようにという指示

しておきましたら、その後、損失補償が３億円

出たと、それを市で負担したんだと、だから今

回は無理だと思うというような担当者の話だっ

たもんですから、じゃ、それにかわるような何

か対策をまず早急にということで指示したとこ

ろでありまして、実はきょうこの後、また第３

回、正式には２回でありますけども、対策本部

会議を行って、議員からあったように、忘年会

あるいは買い物、地場産品を買うということを

ぜひもっともっと声高くＰＲするように努力し

てまいりたいと思います。 

＋
 それから、幾つかあるんで時間ないんですけ

ども、日鍛バルブの関係なんですが、私は、こ

れ多分その条例というのは平成11年になったと

思いますが、９年たってますよね。いわゆる補

助金をお返しになってから11年たつわけですよ

ね。その前からするともっと長いわけです。一

番の問題は、これずるずるいっていいのかとい

う問題あって、今までは多分、ぜひ来てもらい

たい、だからこれだけの補助金用意してますと

いうことで約束されたと思うんですが、しかし、

今回どういう整理されたかっていうのはそこな

んですよね、日鍛バルブと。私は、最後に残る

のは、結局行っておられる方です、８名の方で

こっち家族おられる方、「待ってる」って言う

わけですよ、帰るのを。だからその辺どういう

ふうにこれから整理をしていくというのは大事

なことだと思うんです、ずっと延ばしてきまし

たから。私は場合によっては、本当に帰りたか

―９１― 



 

＋

○佐々木謙二議長 内谷重治市長。 ったら市で長井市内の企業に例えば職をするん

でと、そこまで割り切って一たんここはここで

整理するということも必要ではないか。土地は

あるわけですよね。だけどそこまでずるずる延

ばすことに私ら合わせてってやる必要もないん

じゃないかと、こういう思いもありますので、

その辺はちょっと少し検討いただきたいと思い

ます。 

○内谷重治市長 まず、このたびの緊急経済対策

本部の立ち上げについては、所管の委員会等に

も報告しておりませんでした。というのは、ま

ず緊急に立ち上げようということで準備会の予

定だったものを繰り上げたと。それが山形新聞

の方に掲載されましたので事後みたいな形にな

りましたが、それ以前は、さまざまないろんな

不祥事も含めてありましたけども、十分に注意

を払ってきたつもりであります。このたびにつ

いては大変申しわけなく思っております。 

＋ ＋

 時間ありません、一つだけ最後、なぜ「課の

中のいろんな組織機構は事前に我々に話しして

もらえませんか」ってお話ししたのは、前回そ

ういう話あったんです、「条例に関係ないか

ら」っていうことだったんだけど、今の市長の

お話だと「事前審査になる」とおっしゃるんだ

けど、私非常に気になってるのは、緊急経済対

策本部の設置もそうなんですが、実は新聞に載

ってから私ら知るわけですよ。だから事前審査

とか何かおっしゃるんだけど、組織の問題だっ

て行財政改革推進会議でこういう見直し案が出

ましたみたいな話になっちゃう。緊急経済対策

本部だって「つくりました」という報告で、後

で私らが知ると。私らは聞かれるわけです、市

民から。「そういうことあるんですか」と、

「どういうことなんですか」と。そういうこと

あるんで、事前審査じゃなくてね、私言ってる

のは。そういう考えありますというのは、協議

会というのは議会休会中でもできるわけですよ、

委員会が。こういう考えなんだと、そこで審査

するわけじゃありませんから、そういうふうに

私はしていただきたいと思うんです。本当に最

近新聞で知ることが私ら先っていうのが非常に

多いように思ってるんですが、ぜひその辺につ

いては十分に考えていただいて考慮いただいて、

話、協議ですから協議、議会の中にいろんなこ

ういう考え方あります、ありますというのは日

常的にいろんなお話しいただくということが必

要ではないかと思いますので、その点だけお答

えいただきたいと思います。 

 また、議員からあった組織の部分については、

実はまだ固めてないんですよね。どういう手続

をしてきたかというと、かなりことしは年度当

初から、まず全職員にアンケート調査をいたし

ました。その集計を行って、それとあと担当の

室の方で案をつくって、それにある程度意見を

重ねて行革委員会に出したというものでござい

まして、実は私の考えは余り申し上げてない内

容でありまして、ですから最終的には私自身が

機構改革をすべきというふうに思って今回進め

たもんですから、ある程度固めた段階で示した

いという考えがありました。なお、議員ご指摘

の部分はもっともな部分もございますので、そ

れについてはこれから慎重に、そして十分に協

議しながら進めてまいりたいと思います。あり

がとうございました。 

 

 

 我妻 昇議員の質問 

 

 

○佐々木謙二議長 次に、順位９番、議席番号３

番、我妻 昇議員。 

  （３番我妻 昇議員登壇） 

○３番 我妻 昇議員 よろしくお願いいたしま

す。前の方が少し時間押しましたので、私はそ

れをのみ込む形で短時間で、しかも元気に質問

―９２― 

＋


